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税務課からのお知らせ

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
台
帳

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
台
帳

の
縦
覧

の
縦
覧

　

土
地（
家
屋
）縦
覧
台
帳
に
は
、
土
地

（
家
屋
）の
平
成
23
年
度
の
価
格
が
登
録

さ
れ
、
納
税
者
な
ど
は
、
土
地（
家
屋
）

の
評
価
額
な
ど
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

期
　
間　

４
月
１
日（
金
）～
５
月
31
日（
火
）

　
　
　
　

８
時
30
分
～
17
時

手
数
料　

無
料

対
　
象　

納
税
者
、
納
税
管
理
人
、
納
税

者
か
ら
委
任
を
受
け
た
方

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
は
、
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
の
平
成
23
年
度
の
価

格
が
登
録
さ
れ
、
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
所
有
者
な
ど
は
、
そ
の
資
産
や

評
価
額
な
ど
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
納
税
通
知
書
と
一
緒
に

問合先　税務課　資産税担当

送
付
す
る
課
税
明
細
書（
土
地
・
家
屋
）

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

期
　
間　

４
月
１
日（
金
）

　
　
　
　

～
平
成
24
年
３
月
30
日（
金
）

　
　
　
　

８
時
30
分
～
17
時

手
数
料　

３
０
０
円

※
上
記
の
縦
覧
期
間
中
は
無
料
で
す
。

対
　
象　

固
定
資
産
の
所
有
者
、
所
有
者

か
ら
委
任
を
受
け
た
方

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う

住
宅
耐
震
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

条
　
件　

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
家
屋
で
現
行
の
耐
震
基
準

に
適
合
し
た
改
修
工
事
費
が
30
万
円
以

上
の
家
屋

期
　
日　

改
修
工
事
が
終
了
し
て
か
ら

３
カ
月
以
内

対
　
象　

軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
家

屋
の
納
税
義
務
者

申
　
請　

所
定
の
申
請
用
紙
に
記
入
の
う

え
、
添
付
書
類（
耐
震
基
準
適
合
証
明
書

な
ど
）を
つ
け
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

内
　
容　

改
修
家
屋
全
体（
新
た
に
増
改

築
を
行
っ
た
部
分
も
含
む
）に
か
か
る
固
定

資
産
税
額
の
２
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

減
額
期
間　

■
平
成
22
年
か
ら
24
年
ま
で
に
改
修
し

た
場
合　
　
　
　
　
　
　
　

  

２
年
間

■
平
成
25
年
か
ら
27
年
ま
で
に
改
修
し

た
場
合　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
年
間

減
額
対
象
面
積　

　

１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡
相
当
分
ま
で

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に

伴
う
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

伴
う
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

条
　
件　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住

す
る
既
存
の
住
宅
で
平
成
23
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
が
行

わ
れ
た
住
宅（
賃
貸
住
宅
は
除
き
ま
す
）

①
65
歳
以
上
の
方

②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
方

③
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
工
事
内
容　

次
の
工
事
で
補
助
金
な
ど
を

除
く
自
己
資
金
が
30
万
円
以
上
の
も
の

①
廊
下
の
拡
幅

②
階
段
の
勾
配
の
緩
和

③
浴
室
の
改
良

④
便
所
の
改
良　

⑤
手
す
り
の
取
り
付
け

⑥
床
の
階
段
の
解
消　

⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

申
　
請　

納
税
者
は
、
改
修
後
３
カ
月

以
内
に
工
事
明
細
書
や
写
真
な
ど
の
関

係
書
類
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
工
事
の
内
容
を
示
す
書
類
は
、
建

築
士
な
ど
に
よ
る
証
明
で
代
替
可
）

内
　
容　

改
修
家
屋
全
体
に
か
か
る
翌

年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
３
分
の
１

を
減
額
し
ま
す
。

減
額
対
象
面
積　

　

１
戸
あ
た
り
１
０
０
㎡
相
当
分
ま
で

省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
既

省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
既

存
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の

存
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の

減
額
措
置

減
額
措
置

対
象
家
屋　

平
成
23
年
４
月
１
日
～
平

成
25
年
３
月
31
日
の
間
に
、
一
定
の
省

エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

要
　
件　

次
の
①
か
ら
④
ま
で
の
工
事

の
う
ち
、
①
を
含
む
工
事
を
行
う
こ
と

（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

①
窓
の
改
修
工
事

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事　

④
壁
の
断
熱
改
修
工
事

工
事
費
用　

当
該
改
修
工
事
に
要
す
る

費
用
が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

申
請
方
法　

納
税
者
は
、
改
修
後
３
カ

月
以
内
に
建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機

関
ま
た
は
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に

よ
る
証
明
書
を
添
付
し
て
市
に
申
告

内
　
容　

改
修
家
屋
全
体
に
か
か
る
翌

年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
３
分
の
１

を
減
額
し
ま
す
。

減
額
対
象
面
積　

　

１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡
相
当
分
ま
で

  

家
屋
調
査

家
屋
調
査

　

平
成
23
年
１
月
２
日
以
降
に
完
成
し

た
家
屋
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
度
か

ら
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
税

務
課
で
は
毎
年
8
月
か
ら
家
屋
調
査
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
引
越
し
な
ど
の
都

合
に
よ
り
早
め
に
調
査
を
済
ま
せ
た
い

方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
調

査
の
際
に
は
家
屋
図
面（
建
築
確
認
の

冊
子
）な
ど
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
な
い
子
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
な
ど
は
、
児
童
扶
養
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

支
給
条
件

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

○
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

○
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
害
状
態

に
あ
る

○
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い

○
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る　

○
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る

○
未
婚
の
母
の
子

※
公
的
年
金（
老
齢
福
祉
年
金
を
除

く
）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
な
ど
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

所
得
制
限

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
所
得
状

況
に
よ
り
、
全
額
支
給
・
一
部
支
給
停

止
ま
た
は
全
額
支
給
停
止
に
区
分
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
受
給
者
は
、
毎
年

８
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

手
当
額（
４
月
か
ら
）

○
全
部
支
給　

 

　

月
額
４
１
、５
５
０
円

○
一
部
支
給　

　

月
額
９
、８
１
０
円

　
　
　
　
　
　

～
４
１
、５
４
０
円

児
童
扶
養
手
当

各種手当をご紹介します。
　　 申請・問合先　福祉課　子育て支援担当

福祉課　障害者支援担当☎（46）5112

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
子
、
父
母

の
い
な
い
子
の
医
療
費（
保
険
診
療

分
）を
助
成
し
ま
す
。

支
給
要
件　

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
子
ま
た

は
、
父
母
の
い
な
い
子

所
得
制
限　

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
毎

年
８
月
に
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
に
お
け
る
子
と
は 

、 18
歳
を

迎
え
た
年
度
が
終
了（
３
月
31
日
）す

る
ま
で
の
子
ど
も
の
こ
と
で
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成

　

在
宅
の
心
身
障
害
児（
20
歳
未
満
）

で
、
次
の
障
害
程
度
を
有
す
る
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
は
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

支
給
要
件

　

手
当
は
、
障
害
程
度
に
よ
り
１
・

２
級
に
分
か
れ
ま
す
。

○
１
級
該
当　

身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ
程
度

○
２
級
該
当　

身
体
障
害
者
手
帳
３・４

級
、
療
養
手
帳
Ｂ

－１
程
度
、
ま
た
は
、

同
程
度
以
上
の
精
神
障
害
の
あ
る
児
童

特
別
児
童
扶
養
手
当

所
得
制
限　

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

受
給
者
は
、
毎
年
８
月
に
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

手
当
額（
４
月
か
ら
）

○
１
級　

月
額
５
０
、５
５
０
円

○
２
級　

月
額
３
３
、６
７
０
円　

○
障
害
児
福
祉
手
当

　

身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
が
重
度

で
永
続
す
る
障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
要
す
る

在
宅
の
20
歳
未
満
の
方
で
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
１
級
程
度
の
障
害
と
認

め
ら
れ
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
特
別
障
害
者
手
当

　

身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
が
重
度

で
永
続
す
る
障
害
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護

を
要
す
る
在
宅
の
20
歳
以
上
の
方

で
、
国
民
年
金
法
の
１
級
程
度
の
障

害
が
重
複
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

所
得
制
限　

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

受
給
者
は
、
毎
年
８
月
に
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

手
当
額（
４
月
か
ら
）

○
障
害
児
福
祉
手
当

　

月
額
１
４
、３
３
０
円

○
特
別
障
害
者
手
当　

　

月
額
２
６
、３
４
０
円

特
別
障
害
者
手
当
な
ど

廃品回収業者とのトラブルにご注意ください。
　　　　　　　問合先　市民生活課　環境創造室

市民生活課　消費生活相談窓口
　

最
近「
無
料
不
用
品
を
回
収
し

ま
す
」
と
、
ト
ラ
ッ
ク
で
放
送
し

て
回
っ
て
い
る
事
業
者
が
い
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
事
業
者
と
話

し
て
い
る
う
ち
に「
実
物
を
見
て

か
ら
料
金
を
決
め
る
」と
言
わ
れ
、

通
常
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
よ
り
も

高
額
な
料
金
を
請
求
さ
れ
る
事
例

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

無
料
回
収
な
の
に
、
料
金
が
か

か
っ
て
し
ま
う
の
は「
無
料
不
用

品
の
有
料
回
収
」の
有
料
が
省
略

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、

土
地
を
借
り
、
無
料
回
収
の
看
板

を
出
し
、
同
じ
よ
う
な
事
を
し
て

い
る
事
業
者
が
い
ま
す
。
く
れ
ぐ

れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

■
粗
大
ご
み
や
不
用
品
の
処
分

は
、
市
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行

い
ま
し
ょ
う
。
粗
大
ご
み
に
出

せ
な
い
家
電
品
や
パ
ソ
コ
ン
な

ど
の
処
分
方
法
に
つ
い
て
分
か

ら
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
一
般
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
は
、

市
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
し

か
行
え
ま
せ
ん
。
安
易
に
廃
品
回

収
業
者
に
処
分
を
依
頼
す
る
こ

と
は
、
ト
ラ
ブ
ル
や
不
法
投
棄
の

元
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

■
廃
品
回
収
業
者
と
の
間
で
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
は
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
第
２
子
加
算
分
は
、
月
額
５
、０
０
０

円
で
す
。
第
３
子
以
降
加
算
分
は
、 

月
額
３
、０
０
０
円
で
す
。


